
 

 

 

 

◆ 厚生労働省への届出事項に関する事項  

当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を厚生労働省九州厚

生局長に行っています。   

 

「情報通信機器を用いた診療（情報通信）第６１９号」 

 

「在宅時医学総合管理料および 

施設入居時等医学総合管理料（在医総管１）第２３５０号」 

 

「別添 1の「第 9」の 1の（3）に規定する在宅療養支援診

療所（支援診３）第１９１６号」 

 

「外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）第２４４９号」 
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さかい在宅クリニック 

厚生労働省告示に基づく 

「厚生労働大臣の定める掲示事項」は、下記のとおりです。 


